
議案第４８号  

 

藤沢市奨学金給付規則の一部改正について 

 藤沢市奨学金給付規則を次のように改正する。 

  ２０２３年（令和５年）３月１７日提出 

藤沢市教育委員会 

                        教育長 岩 本 將 宏 

 

 

 

１ 改正する規則 

  別紙のとおり 

２ 施行期日 

  ２０２３年（令和５年）４月１日 

 

 

 

提案理由 

 この議案を提出したのは、大学等が減免を決定するまでに時間を要することから

奨学金の給付時期に関する規定を改めるほか、奨学金給付申請書における整備を行

うため、所要の改正をする必要による。 



藤沢市奨学金給付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年３月  日 

藤沢市教育委員会 

                   教育長 岩 本 將 宏 

 

 

 

藤沢市教育委員会規則第 号 

  藤沢市奨学金給付規則の一部を改正する規則 

 藤沢市奨学金給付規則（平成２９年藤沢市教育委員会規則第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第３項ただし書を削り、同条に次の３項を加える。 

４ 学費奨学資金について奨学生が日本学生支援機構から大学等奨学生採用候補

者としての決定を受けている場合又は決定を受けており、かつ、４月１日の時点

において大学等による学費の減免を受けていない場合は、前項の規定にかかわら

ず、４月に給付する額は、大学等が授業料を減免する予定金額を差し引いて算出

した給付額の半年分とする。 

５ 学費奨学資金について、４月の給付後に大学等が授業料を減免する金額を変更

したこと等により給付額に変更が生じた場合は、１０月に給付する給付額におい

て調整する。この場合において１０月に給付する給付額において調整ができない

ときは、奨学金を追加給付し、又はすでに給付した奨学金の一部を還付させるも

のとする。 

６ 第３項の規定にかかわらず、第４項に規定する場合であって、第９条に規定す

る奨学金受給者届出事項変更届の提出がないときは、当該届の提出があるまで、

１０月に給付すべき学費奨学資金は、給付しない。 

 第１号様式から第５号様式まで、第７号様式、第１０号様式及び第１１号様式を

別紙のように改める。  

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


